
 

 

 
 
 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例 

 

（
平
成
十
九
年
二
月
一
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
五
号
） 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
二
十
八 

 
 
 
 

 
 

条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
定
年
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
年
に
よ
る
退
職
） 

第
二
条 

職
員
は
、
定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達
し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
「
定
年
退
職
日
」
と
い
う
。
）
に 

 

退
職
す
る
。 

 

（
定
年
） 

第
三
条 

職
員
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。 

 

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
） 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該 

当
し
、
か
つ
、
そ
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算 

し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
当
該
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

二 

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
そ
の
職
員
の
退
職
に
よ
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で 

き
な
い
と
き
。 

 

三 

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
そ
の
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続
き
存
す
る 
 

と
認
め
る
と
き
は
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日 



 

 

 

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
当
該 

職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
期
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
前
に
第
一
項
の
事
由
が
存
し
な
く
な
っ
た
と
認
め 

る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を
得
て
、
期
日
を
定
め
て
そ
の
期
限
を
繰
り
上
げ
て
退
職
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
は
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
。 

 

（
定
年
に
関
す
る
施
策
の
調
査
等
） 

第
五
条 

広
域
連
合
長
は
、
職
員
の
定
年
に
関
す
る
事
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
の
定
年
に
関
す
る
制
度
の
実
施
に
関
す
る
施
策 

を
調
査
研
究
し
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
切
な
方
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


